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平成 21 年度税制改正のポイント(その１) 

～国内課税に関する主要な改正～ 

 

 本ニューズレターでは、平成 21 年度の税制改正につい

て、法人税に関する主要な改正点のうち、国内課税に関す

る部分の解説を行います。 

 

Ⅰ 中小企業関連税制 

 

1. 中小法人等の法人税率の特例 

 

 中小法人等下記に掲げる一定の法人については、一般

の法人と比較して、担税力が低いと考えられており、政策

的見地から、その税負担の軽減を図るため、所得の金額

のうち、年 800 万円以下の部分に対する法人税の税率は

22%とされており、また、公益法人等の所得に対する法人

税の税率は、一律 22%とされております。 

 

 しかしながら、今般の金融資本市場の混乱等による世界

経済の減速を受けて、中小企業の経営を税制面から支援

する必要があることから、平成 21 年度税制改正では、中

小法人等の法人税の税率について、平成 21 年 4 月 1 日

から平成 23 年 3 月 31 日までの時限立法として、この期

間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年 800 万円

以下の金額に対する法人税率が 18％（改正前は 22％）に

引き下げられることとなりました。 

 
800 万円以下の部分 

法人の種類 
改正前 改正後 

800 万円

超の部分

中小法人等（注） 22% 18% 30% 

公益法人等 22% 18% 22% 

（注） 内国法人である普通法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が

1 億円以下であるもの、一般社団法人等、人格のない社団等を指

します。 

 

2. 欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置の一部除外 

 

 法人税法上は、法人税の各事業年度の所得の計算にお

いて欠損金が生じた場合で、欠損金が生じた事業年度の

前事業年度に法人税の納税額があった場合には、前事業

年度に繰戻しを行い、前事業年度の所得金額に占める繰

戻す欠損金の割合分だけ法人税の還付を受けることがで

きることとされています。 

 

 もっとも、この欠損金の繰戻しによる還付の制度は、わが

国の税収動向・財政事情に鑑み、赤字申告をしている法人

にも課税の適正・公正の観点から何らかの負担を求める

必要があるとの理由から、平成 4 年以降、中小企業者の

設立後 5 年間事業年度及び法人の解散や事業全部の譲

渡その他の欠損金の繰越控除が見込めない一定の事実

が生じた場合を除き、適用停止の措置が採られています。 

 

 しかしながら、1.と同様に中小企業の経営を支援する必

要から、平成 21 年度税制改正においては、欠損金の繰戻

しによる還付の適用停止の措置の対象から、資本金の額

が 1 億円以下である普通法人等一定の法人が除外され、

これらの法人の各事業年度において生じた欠損金額につ

いて、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができること

となりました。 

 

 なお、上記の改正は、平成 21 年 2 月 1 日以後に終了す

る事業年度において生じた欠損金額から適用されることに

注意が必要です。 

 

Ⅱ 事業再生関連税制 

 

1. 資産の評価損益の計上・期限切れ欠損金の控除 

 

 税制面で企業の再生を支援するため、内国法人につい

て、(i)会社更生法の更生計画認可の決定があった場合、
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(ii)民事再生法の再生計画認可の決定その他これに準ず

る一定の事実が生じた場合には、当該内国法人は、一定

の資産について、資産の評価損益を計上すること、及びい

わゆる期限切れ欠損金を青色欠損金よりも優先的に損金

算入することが認められています。 

 

 これまでは、上記(i)、(ii)の場合に評価損を損金に算入で

きる対象となる資産に債権は含まれておらず、貸倒引当金

を計上する等の方法で処理されておりました。しかし、貸倒

引当金の計上による間接的な評価減では、毀損した債権

について十分に評価をすることが困難であるとの指摘がな

されていたことから、平成 21 年度税制改正において、債

権も、評価損を損金に算入できる対象資産に含まれること

とされました。 

 

 また、平成 21 年度税制改正では、地域や中小企業にも

配慮した企業再生税制を実現する観点から、上記(ii)の民

事再生に準ずる一定の事実に該当するための要件につい

て、①株式会社地域力再生機構の関与した私的整理を追

加する、②2 以上の金融機関等の債務免除要件につい

て、債務免除をする債権者 2 者のうち、一方が地方公共

団体でよいこととする、③債務免除要件について、自己に

対する債権の現物出資を受ける場合(いわゆる DES)につ

いても債務免除があった場合と同様の取扱いとする、④専

門家関与に関する要件について、中小規模再生(有利子

負債の額が 10 億円未満の企業再生)においては、関与す

べき専門家の人数の最低限度が 2 人(現行 3 人)とすると

の変更が加えられることとなりました。 

 

 さらに、上記(ii)の民事再生等の場合には、評価損益の

計上対象となる資産の評価差額の最低限度が 1,000 万円

とされており、中小企業には利用しにくいものでありました

が、中小規模再生の場合、これが 100 万円に引き下げら

れることとなりました。 

 

2. 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い減

額された法人税額の還付 

 

 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税

額の控除・還付制度については、過大税額に還付加算金

を付すことは妥当ではない等の観点から、更正により減少

する部分の金額で仮装経理した金額に係るものは、直ち

に還付、充当するのではなく、その更正の日の属する事業

年度開始の日から 5 年以内に開始する各事業年度の所

得に対する法人税の額から順次控除することとされていま

す。 

 

 これについて、企業再生の際の資金繰りを援助するとい

う観点等から、会社更生法の規定による更生手続開始の

決定、民事再生法の規定による再生手続開始の決定等の

事実が生じた場合には、仮装経理に係る法人税額の還付

を請求することができることとなりました。また、還付請求

の手続や還付加算金の計算等について所要の整備が行

われました。 

 

 上記の制度につきましては、平成 21 年 4 月 1 日以後に

会社更生手続開始決定等の事実が生じた場合について適

用されます。 

 

Ⅲ 土地関連税制 

 

1. 特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度 

 

 土地取引が減少の傾向にある近時の状況を踏まえ、土

地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進すること

を目的として、法人が(個人についても類似の制度が創設

されました)、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31

日までの期間に土地等を取得し、その所有期間が 5 年を

超えた後に売却した場合には、その譲渡益から最大 1000

万円が控除される制度が新たに創設されました。 

 

 なお、上記の所有期間については、土地等を取得した日

の翌日からその土地等を譲渡した日の属する年の 1 月 1

日までの期間が 5 年を超える必要がある点に留意が必要

です。 

 

2. 土地等を先行取得した場合の課税の特例 

 

 上記 1.と同様に土地需要を喚起し、土地の流動化と有効

活用を推進することを目的として、法人が(個人についても

類似の制度が創設されました)、平成 21 年 1 月 1 日から

平成 22 年 12 月 31 日までの期間内に、土地等（先行取得

土地等）を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の

日後 10 年以内に、所有する他の土地等を譲渡したとき

は、先行取得土地等について、他の土地等の譲渡益の

80%(先行取得土地等が平成 22 年 1 月 1 日から同年 12
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月 31 日までに取得されたもののみである場合には 60%)に

相当する金額を限度として、圧縮記帳をすることができると

する制度が創設されました。その結果、他の土地等の譲渡

益に対する課税が、先行取得土地等の譲渡益に対する課

税がなされる時点まで繰り延べられることとなります。 

 

 なお、この制度の適用を受けようとする場合には、先行

取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の

提出期限までに、その取得をした先行取得土地等につき、

この規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定

める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提

出することが必要である点に留意が必要です。 

 

Ⅳ 省エネルギー・新エネルギー関連税制 

 

 省エネルギー･新エネルギー設備等に対する投資を促進

する観点から、エネルギー需給構造改革推進設備等(例え

ば太陽光発電装置等)については、一定の要件の下に、基

準取得額の 30%の特別償却等が認められております。 

 

 平成 21 年度税制改正では、引き続き、企業による省エ

ネ・新エネ設備等、省エネ性能の高い製品等に対する投

資を促進すべく、平成 22 年 3 月 31 日までとされていた上

記エネルギー需給構造改革推進設投資促進税制の適用

期限を 2 年延長するとともに、平成 21 年 4 月 1 日から平

成 23 年 3 月 31 日までの間にエネルギー需給構造改革

推進設備等の取得等をした場合、一定の要件の下に、エ

ネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却が出来る

こととなり、さらなる投資減税措置が図られました。 

 

 また、資源価格の高騰・変動に対応した産業構造への転

換を図るため、産業活力再生特別措置法の改正によって

定められる、資源生産性革新計画(一定以上の省エネ効果

のある設備投資計画等が対象)又は資源制約対応製品生

産設備導入計画(一定以上の省エネ性能を持つエアコンや

冷蔵庫等を生産する設備導入の計画等が対象)に記載さ

れた設備等の取得価額については、平成 24 年 3 月 31 日

までの設備等の取得について、その 30%(建物等について

は 15%)相当額の特別償却が出来る制度が創設されること

となり、上記にて説明したエネルギー需給構造改革推進設

備等と同様に投資減税措置が図られました(なお、平成 23

年 3 月 31 日までに取得等をした場合は、即時償却が可能

です)。 

 

 次回のニューズレターでは、引き続き国際課税に関する

主要な改正を解説します。 


